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国土交通省東北地方整備局

山 形 河 川 国 道 事 務 所

【道路災害情報】山形河川国道事務所

雪崩による国道１１２号月山道路通行止めについて（第４報）

国道１１２号山形県西村山郡西川町大字月山沢地内（月山ＩＣ～湯殿山ＩＣの間）にお

いて、雪崩が発生し、現在全面通行止めとなっております。

現在、除雪作業中です。なお、巻き込まれた車両についてはありませんでした。

雪崩の規模は、延長約３５ｍ、幅約１０ｍ、高さ７～８ｍです。

なお、雪崩が発生した箇所の近くの斜面で、雪面のひび割れが発見されました。

このため、二次災害の恐れがあることから、交通開放の目処は立っておりません。

国道１１２号をご利用の方は、国道１３号～国道４７号または、国道１３号～国道１１

３号～国道７号を迂回してくださいますようお願いいたします。

《 発表記者会：山形県政記者クラブ 》

■お問い合わせ先

東北地方整備局 山形河川国道事務所

990-9580 山形市成沢西４丁目３番５５号

道路管理第一課管理係長 加藤 将英（内線４３２）

Tel023-688-8421（代表）


